
第４期愛知県障害福祉計画構成イメージ(案) 

 

１ 第４期県障害福祉計画の策定における全般的留意事項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〔第五章障害福

祉計画〕、国の基本指針（平成 26年 5月 15日告示）に即する。 

 

２ 基本理念等 

障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と

社会参加を図っていく ことを基本として、障害福祉サービス及び相談支援並びに

地域生活支援事業を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られる

ようにすることを目的とする。 

 

３ 計画期間 

平成 27年度～29年度 

 

４ 区域の設定（障害保健福祉圏域） 

名古屋圏域 

海部圏域（津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村） 

尾張中部圏域（清須市、北名古屋市、豊山町） 

尾張東部圏域（瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町） 

尾張西部圏域（一宮市、稲沢市） 

尾張北部圏域（春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町） 

知多半島圏域（半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、

南知多町、美浜町、武豊町） 

西三河北部圏域（豊田市、みよし市） 

西三河南部東圏域（岡崎市、幸田町） 

西三河南部西圏域（碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市） 

東三河北部圏域（新城市、設楽町、東栄町、豊根村） 

東三河南部圏域（豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市） 

 



 資料２ －５  

  

５ 地域生活移行についての数値目標の設定と取組施策 

3期計画の実績評価に基づき検討する  

   

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国の基本的考え方： 

平成 25 年度末を基準時点とし、平成 29 年度末を終了時点として、12%以上が

地域生活へ移行するとともに、4%以上入所者数を削減することを基本とする。 

なお、平成 26 年度末において、第 3 期障害福祉計画で定めた数値目標が達成

されないと見込まれる場合は、当該未達成分の割合を平成 29 年度末における目

標値に加えた割合以上を目標値として設定する。 

    

                           

２ 入院中の精神障害者の地域生活への移行 

国の基本的考え方： 

良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（平成 26

年厚生労働省告示第 65号）を踏まえ、都道府県は、平成 29年度までの目標とし

て、入院後３ヶ月時点の退院率及び入院後 1年経過時点の退院率並びに長期在院

者数（入院期間が一年以上である者の数）の減少に関する目標を設定する。 

 

①平成 29年度における入院後３か月経過時点の退院率を６４％以上 

②平成 29年度における入院後 1年経過時点の退院率を９１％以上 

③平成 29 年 6月末時点における長期在院者数を平成 24 年 6月末時点から１８

％以上減少 

 

★県と しては、基本指針を基本と しつつ、こ れまでの地域移行実績等や、真に入所が必

要な者の数、地域における社会資源の整備状況の他、施策の効果等を総合的に検討して、

目標を設定する  

◆県としては、基本指針を基本と しつつ、こ れまでの退院実績や、真に入院が必要な者の

数、地域における社会資源の整備状況の他、施策の効果等を総合的に検討して、目標を設

定する。  



                           

３  地域生活支援拠点等の整備【新規】 

  国の基本的考え方： 

  障害者の地域生活を支援する拠点（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・

対応、専門性、地域の体制づくり等）の集約を行う拠点等（地域生活支援拠

点又は面的な体制）について、平成 29 年度末までに市町村又は各圏域に少な

くとも一つの拠点を整備。 

 

◆県としては、基本指針を踏まえ、市町村障害福祉計画を基礎と して、各障害保

健福祉圏域ごとに定める。（各障害保健福祉圏域における各自治体の方策・方針

の検討・協議について、各障害保健福祉圏域会議等を通して、支援する。）  

 

４ 福祉施設から一般就労への移行 

国の基本的考え方： 

＜平成 29年度目標＞ 

①平成 24年度一般就労移行実績の 2倍以上とする。 

②就労移行支援事業の利用者数を平成 25年度末から６割以上増加 

③全体の５割以上の事業所が就労移行率３割以上を達成 

 

◆県としては、基本指針を基本としつつ、これまでの実績や施策の効果等を総合的に

検討して、目標を設定する   

 

 

６ 障害福祉サービスの見込量と確保策 

障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援の基本的考え方は、

基本指針のとおり  

  市町村障害福祉計画における数値を区域ごとに集計したものを基本 

 

◆県としては、これらの事項を踏まえサービス見込量と確保策を設定す

る。（県が目標とするサービス提供量 検討） 

  

 



  

７ 指定障害者支援施設の必要入所定員総数 

基本指針を基本と しつつ、こ れまでの地域移行実績等や、真に入所が必要

な者の数、地域における社会資源の整備状況の他、施策の効果等を総合的に

検討して、目標を設定する。  

 

８ 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援に従事する

者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設のサービスの質の向上のた

めに講ずる措置 

  基本指針を基本とする。  

 ・サービス提供に係る人材の育成  

 ・サービス提供事業者に対する第三者評価  

 ・障害者の権利擁護  

   虐待防止  

   成年後見制度の活用等権利擁護の推進  

  

９ 地域生活支援事業の実施に関する事項 

  基本指針を基本とする。  

 専門性の高い相談支援事業  

  ・発達障害者支援センター運営事業  

・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業  

・障害児等療育支援事業  

 ・障害者就業・生活支援センター運営事業  

 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業  

 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業  

 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業  

 広域的支援事業  

  ・相談支援体制整備事業  

  ・精神障害者地域生活支援広域調整等事業  

 

１０ 障害福祉圏域の現状とサービス見込量 

 名古屋圏域を始め１２障害保健福祉圏域ごとの現状と今後の見込量及び事業所数  



１１ 障害児支援 

  基本指針を基本とする。  

児童発達センター及び障害児入所施設を中核とした地域支援体制の整備  

子育て支援施策との連携  

教育との連携  

特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備  

通所支援・入所支援の方針作成  

 

  

１２ 計画の推進 

 ＰＤＣＡサイクルの推進  

 調査、分析、評価の実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

  


